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現状分析・今後の課題・取組 具体的な取組内容 R2 3 4 5 6 7 8

指定管理導入検討

方針決定 ●

施設運営方針の検討

方針決定 ●

20
３ コミュニ

ティー施設

農村環境改善セン

ター
上助渕コミュニティセンター H16 ○ ③現状維持

指定管理により現状を維持しながら継続して

運営することとする。市の事業で施設を活用

するなどして稼働率の向上による施設の有効

利活用を図る。

指定管理

農村環境改善セン

ターの数
3

農村環境改善センター内に神林地区公民館の

機能を併設している。教育財産（公民館）と

して管理した場合の有効性を検討する。
19

３ コミュニ

ティー施設

農村環境改善セン

ター
神林農村環境改善センター S57 ○ ○

③現状維持

↓

⑫検討

⑫検討村上農村環境改善センター
農村環境改善セン

ター

必要な維持補修を行い、現状の管理運営を継

続する。指定管理者制度の導入を検討する。３ コミュニ

ティー施設
18 ○H9

5
緑色の箇所は、令和５年６月の改訂で修正したもの。

茶色の箇所は、令和４年６月の改訂で修正したもの。


